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１ 居住誘導区域とは 

（１）居住誘導区域の基本的な考え方（立地適正化計画 P.103） 

【本市における居住誘導区域の考え方】 

○市街化調整区域内の居住者を含めた市民の生活利便性やコミュニティが持続できるよう都

市機能を確保するために人口密度を維持する区域 

○工業系用途地域が中心拠点や地域拠点に近接する本市の特性を、持続可能な都市を形成す

る上での強みとして捉えた、既存及び新規産業の活性化と調和する区域 

（２）居住誘導区域の設定方法（立地適正化計画 P.104～） 

本市の居住誘導区域は、災害に対する安全で良好な居住環境を確保しながら、本市における居

住誘導区域の考え方を踏まえた区域を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市機能誘導区域とは 

（１）都市機能誘導区域の基本的な考え方（立地適正化計画 P.155） 

【本市における都市機能誘導区域の考え方のまとめ】 

○都市機能施設が集積し交通利便性の高い都市拠点、地域拠点において、市全体の生活利便

性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するために「維持」「誘導」する都市機能

施設と実施する施策を明確化する区域 

（２）都市機能誘導区域の設定方法（立地適正化計画 P.156～） 

本市の都市機能誘導区域は、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても市全体の生活利便

性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するとともに、主要な鉄道駅から徒歩や自転車

等により移動できる範囲として以下のとおり設定します。 

【都市機能誘導区域の境界設定の考え方】 

①居住誘導区域の範囲内で設定します。 

②中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径 800ｍ～１㎞※１の範囲を基本とし、800

ｍ圏を超えた最初の用途地域境界や道路や河川等の地形地物を境界として設定します。

なお、地形地物を境界に設定する場合は、その中心線を定め境界線とします。 

③拠点のにぎわいの創出に向け、駅から半径１㎞にある近隣商業地域や商業地域（日用品

の買物をする店舗をはじめ商業等の業務の利便の増進を図るための用途地域）を都市機

能誘導区域に設定します。 

④中心市街地として、拠点を形成してきたことから豊川市中心市街地商業等活性化基本計

画の計画区域も都市機能誘導区域に設定します。 

⑤合併前の旧町の中心である支所を含む範囲を都市機能誘導区域に設定します。 

⑥第一種低層住居専用地域のうち、建ぺい率が 30％、容積率が 50％に指定されている地

域は、上記②の範囲内であっても都市機能施設の立地が見込めないことから都市機能誘

導区域に設定しないこととします。 

 

 

 

 

 

資料 2 ２）誘導区域の設定の考え方について                         豊川市立地適正化計画 検討資料（第２回専門部会） 

視点３) 活力の維持・創出に向けた検討 

▶ 工業の利便を増進するための工業地域と準工業地域を対象として、既存の工場や事業

所を維持しながら、本市のさらなる産業振興を図るため居住誘導区域から除外する区

域を検討します。 

 

視点１) 良好な居住環境の確保に向けた検討 

▶ 居住地の整備に係る法定な位置づけや災害に対する安全確保など、居住地としての基

本的な機能を備えた地域を、都市計画運用指針に基づき検討します。 

 

居住誘導区域設定 

立地適正化計画策定区域（豊川市域） 

図 居住誘導区域の検討ステップ 

視点２) その他関連法による除外 

▶ 本市には自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しており、陸上

自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。 

 

視点４) 公共交通カバー圏域による検討 

▶ 視点１）から視点３）により設定した居住誘導区域案のうち、公共交通のカバー圏域

外の地域を対象として、居住誘導区域として位置づけ、今後も人口密度や都市機能を

維持していくべき地域かどうか検討します。 

 

※１：駅からの距離は、改札口からの直線距離とします。改札口が複数ある駅は、各改札口の中央の点からの

直線距離とします。 
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３ 居住誘導区域の設定方法の変更について 

立地適正化計画の策定時（平成 29 年 2 月）に設定した区域の設定方法を一部変更します。 

 

【居住誘導区域の設定方法（現行計画）】 

視点 ステップ 区域の検討結果（現行計画） 

視点１） 

良好な居住環

境の確保に向

けた検討 

ステップ① 「居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外」 

・市街化調整区域の除外 

ステップ② 

 

「原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域

の除外」 

・土砂災害特別警戒区域 

・災害危険区域 

・地すべり防止区域（地すべり区域、隣接区域） 

・急傾斜地崩壊危険箇所 

ステップ③ 

 

「居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則と

して、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外」 

・土砂災害警戒区域（土石流、急傾斜地の崩壊） 

・浸水想定区域（豊川市洪水ハザードマップによる浸水深２ｍ以

上のエリアを囲む地形地物に囲まれた範囲） 

・土砂災害危険個所（土石流危険渓流区域、土石流危険流域、急傾

斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所） 

ステップ④ 「居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望

ましい区域の除外」 

・工業専用地域 

・御幸浜地区計画の計画区域 

視点 2） 

その他関連法による除外 

「自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外」 

・陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場・官舎 

視点 3） 

活力の維持・

創出に向けた

検討 

ステップ① 「一団の工業用地の抽出」 

・平成 25 年度都市計画基礎調査の現況土地利用において、1ha 以

上の工業系土地利用を抽出 

ステップ② 「本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出」 

・東名高速道路豊川インターチェンジを抽出 

ステップ③ 「ステップ①、②の区域に対し、付帯施設の整備状況や土地利用の

一体性等を踏まえ、地形地物等による除外区域の設定」 

・準工業地域のうち除外する区域を設定 

視点 4） 

公共交通カバー圏域による

検討 

「公共交通カバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域を除外」 

「人口密度が一定規模確保されていない地域で、低未利用地が多

く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外」 

（本規定により除外する区域なし） 

 

 

 

 

 

【居住誘導区域の設定方法（変更案）】 

視点 ステップ 区域の見直し方針（案） 

視点１） 

良好な居住環

境の確保に向

けた検討 

ステップ① 「居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外」 

・市街化調整区域の除外            （変更なし） 

ステップ② 

 

「原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域

の除外」  

（項目記載省略）               （変更なし） 

ステップ③ 

 

「居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則と

して、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外」 

⇒（参考資料４）津波災害警戒区域《追加》の検証 

ステップ④ 「居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望

ましい区域の除外」 

・工業専用地域・御幸浜地区計画の計画区域   （変更なし） 

視点 2） 

その他関連法による除外 

「自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外」 

・陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場・官舎   （変更なし） 

視点 3） 

活力の維持・

創出に向けた

検討 

ステップ① 「一団の工業用地の抽出」 

・平成 25 年度都市計画基礎調査の現況土地利用において、1ha 以

上の工業系土地利用を抽出          （変更なし） 

ステップ② 「本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出」 

・東名高速道路豊川インターチェンジを抽出   （変更なし） 

ステップ③ 「ステップ①、②の区域に対し、付帯施設の整備状況や土地利用の

一体性等を踏まえ、地形地物等による除外区域の設定」 

⇒（参考資料３）豊川西部土地区画整理事業区域について 

視点 4）公共交通カバー圏域

による検討 

「公共交通カバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域を除外」 

「人口密度が一定規模確保されていない地域で、低未利用地が多

く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外」 

（本規定により除外する区域なし）        （変更なし） 

 

 

 

 

居住誘導区域の設定後においても、以下の追加規定により適切な運用を図る。 

追加規定１） 

災害の発生のおそれのある

区域の取扱いについて 

国交省方針に基づき、誘導区域内に災害危険区域等が小規模に

散在する場合や、今後、災害危険区域等が追加指定される可能性を

想定し、「居住誘導区域においては、災害危険区域等と重複する箇

所は除く」と追記し、災害危険区域等を除外する。 

⇒（参考資料１）災害の発生のおそれのある区域の取扱いについて 

追加規定２） 

陸上自衛隊豊川駐屯地関連

施設の取扱いについて 

「自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外」

で除外された箇所において、国有地の売却等により除外理由が喪

失した時点で、誘導区域の設定の考え方に照らし合わせ、誘導区域

に含めることができるものとする。 

⇒（参考資料２）陸上自衛隊豊川駐屯地関連施設の取扱いについて 

  

居住誘導区域設定 

         居住誘導区域設定 ⇒（参考資料 5） 
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（参考資料１）災害の発生のおそれのある区域の取扱いについて（国交省方針） 
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（参考資料２） 陸上自衛隊豊川駐屯地関連施設の取扱いについて 

①区域の設定方法（立地適正化計画 P.123） 

本市には自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しています。 

駐屯地とは、法令上、陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設であり一般の居住を図る施設では

ありません。このため、陸上自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。 

②区域の検討 

区域の設定方法に基づき、陸上自衛隊豊川駐屯地とこれに関連する豊川訓練場・官舎は、居住誘導

区域から除外します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○国有地の売却に関する情報（売却時期、売却先、売却後の土地利用等）を事前に把握するこ

とは困難である。 

○売却されたのち、居住誘導区域、都市機能誘導区域に含むためには、都市再生特別措置法に

定める手続きを経る必要があり、当該地域にふさわしい誘導施策を速やかに実施すること

ができない。 

 

【対応】 

○「自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外」は、災害危険区域等の他の

除外要件とは異なり、土地の所有者に起因する規定であり、国有地が売却された時点で、除

外する理由が無くなる。そのため、「国が用地を売却した場合等、除外理由が喪失した場合

は、その時点で誘導区域の設定の考え方に照らし合わせ、条件が合致する場合は誘導区域

に含める」ことを計画書に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

陸上自衛隊豊川駐屯地 

陸上自衛隊豊川訓練場 

諏訪町駅 

豊川市役所 

豊川公園 

官舎 

視点２）その他関連法による除外する区域（陸上自衛隊豊川駐屯地や豊川訓練場・官舎の区域） 

国が用地を売却し、現在は民有地（住宅）

となっている区域。 

準工業地域であり、名鉄諏訪町駅から約

800ｍに位置するが、居住誘導区域、都

市機能誘導区域に含まれていない。 

（都市機能及び居住）誘導区域外 

都市機能誘導区域 及び 居住誘導区域 

誘導区域界（現況） 

誘導区域界（見直し後） 

N 
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（参考資料３） 豊川西部土地区画整理事業区域について（立地適正化計画 P.137） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○事業の実施による土地利用転換により、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の

増進に資することを目的とする土地区画整理事業の事業地内において、現況土地利用のみ

に着目して居住誘導区域から除外している。 

 

【対応】 

○視点 3）活力の維持、創出に向けた検討のステップ③において、居住誘導区域の除外区域を

設定する段階において、土地区画整理事業地内は、除外区域から除くこととする。（一団の

工業系土地利用の区域であっても、土地区画整理事業の事業地内であれば居住誘導区域に

含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活力の維持・創出に向けた検討により居住誘導区域から除外する区域 

（準工業地域のうち居住誘導区域から除外する区域・拡大図） 

拡大図Ｂ 

● 

● 

豊川西部土地区画整理事業の事業地内のうち、

本件規定に該当する区域のみ居住誘導区域から

除外されている。 

策定時は、平成 25 年度都市計画基礎調査におけ

る準工業地域のうち、面積が１ha 以上となる工

業系現況土地利用の箇所として抽出し、居住誘導

区域から除外。（上図参照） 
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（参考資料４）津波災害警戒区域《追加》の検証（視点１・ステップ③の追加検証） 

  現行計画策定後に愛知県が指定した津波災害警戒区域は、ステップ③のイに該当します。居住

誘導区域の設定において、津波災害警戒区域をどのように扱うかを検証します。 

 

【現行計画のステップ③の考え方と、現在の条件の変更点（赤字）】 

ステップ③：居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、 

原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外  

検討項目 検討結果 

ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律に規定する土砂災

害警戒区域 

・土砂災害警戒区域（土石流、急傾斜地の崩壊）

を除外します。 

イ 津波防災地域づくりに関する法律に規定す

る津波災害警戒区域 

・該当区域はありません。 

 

 

 

 

ウ 水防法に規定する浸水想定区域 ・豊川市洪水ハザードマップによる浸水深２ｍ

以上のエリアを囲む地形地物により除外し

ます。 

エ 特定都市河川浸水被害対策法に規定する都

市洪水想定区域及び都市浸水想定区域 

・該当区域はありません。 

オ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律に規定する基礎調

査、津波防災地域づくりに関する法律に規

定する津波浸水想定における浸水の区域及

びその他の調査結果等により判明した災害

の発生のおそれのある区域 

・土砂災害危険箇所（土石流危険渓流による危

険区域、土石流危険流域、急傾斜地崩壊危険

箇所、地すべり危険箇所）を除外します。 

・愛知県津波浸水想定（平成 26 年 11 月）（理論

上最大モデルケース１）において浸水深２ｍ以

上のエリアは、現状土地利用が水路等の水面の

みであり、除外するエリアはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）津波災害警戒区域のうち、除外する基準の設定 

下図の津波被災市街地復興手法検討調査において浸水深２m 前後で被災状況に大きな差があ

ることが示されています。 

 

参考：津波による浸水深からの居住誘導区域の設定について 

 ・津波被災市街地復興手法検討調査（平成 24 年４月 国土交通省都市局）では、東日本

大震災において、水深と建物被災状況との関係について、浸水深 ２ｍ 前後で被災状況

に大きな差があることが把握できていることが記されています。また、周辺県において、

津波災害特別警戒区域を定める基準水位や、都市的土地利用の抑制等を検討すべき区域

の基準水位として２ｍが採用されています。 

・これらを踏まえ、本市においても居住誘導区域から除外する浸水深を２ｍ以上と設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域から除外する浸水深を２m と設定します。 

 

 

 

  

⇒現行計画策定後の令和元年 7 月 30 日、 

愛知県にて「津波災害警戒区域」指定 

■津波災害警戒区域とは（愛知県ホームページより） 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災による甚大な津波被害を受け、最大クラスの津波が発生し

ても「なんとしても人命を守る」という考えのもと、ハード・ソフトの施策を総動員する「多重防御」

の発想により、地域活性化も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進する、「津波防災地域

づくりに関する法律」が平成 23 年 12 月に施行されました。 

この法に基づき、愛知県知事は平成 26 年 11 月に津波防災地域づくりの基礎資料となる「津波浸

水想定」を設定・公表しております。 

このたび、最大クラスの津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがある区

域で、津波による人的被害を防止することを目的とした、「津波災害警戒区域」を指定します。 

（津波被災市街地復興手法検討調査（平成 24年 4月 国土交通省都市局）より） 

 

浸水深 2ｍ以上は被害が大きい 
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（２）津波災害警戒区域のうち、除外するエリアの抽出 

浸水深２ｍ以上のエリアは現状土地利用が沿岸部等のみであり、居住誘導区域から除外する 

エリアは無しとします。 

視点１・ステップ③の検証（愛知県「津波災害警戒区域」(R1.7) 浸水深 2ｍ以上）】 

⇒浸水深２ｍ以上のエリアは現状土地利用が沿岸部等のみであり、居住地には該当していない 

ことから、居住誘導区域から除外するエリアは無い 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 
居住誘導区域周辺で 
津波浸水想定 2ｍ以上の 
箇所があるエリア 
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【参考：津波災害リスクと居住誘導区域の設定（国土交通省中部地方整備局資料 H31.2.27）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：津波浸水想定のエリアに居住誘導区域を設定している他市町事例】 

①三重県伊勢市：津波浸水想定深 2ｍ以上のエリアを居住誘導区域から除外している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②静岡県磐田市：災害対策に取り組むことを踏まえ津波浸水想定のエリアを居住誘導区域に含ん

でいる 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢市立地適正化計画 

出典：磐田市立地適正化計画 
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  豊川市における津波災害警戒区域 
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【参考：河川洪水浸水想定エリアを踏まえ居住誘導区域を設定している事例（国土交通省資料）】 
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豊川市における河川の洪水浸水想定 

11 

洪水による浸水深 2m 以上のため 
居住誘導区域から除外する区域 
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（参考資料 5） 見直し後の居住誘導区域と都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②土地区画整理事業区域において居住誘導区域外で

あったエリアを居住誘導区域に追加 

①国有地が売却されたエリアで、居住誘導区域及び都市機能誘導

区域の条件を満たすエリアを誘導区域に追加 

12 

■都市機能誘導区域

OBJECTID 駅 拠点 変更前面積 地区名 変更後面積

1 豊川、豊川稲荷、諏訪町 中心拠点 465ha 中心拠点 466ha

2 三河一宮 地域拠点 106ha 一宮地区 106ha

3 愛知御津 地域拠点 120ha 御津地区 120ha

4 八幡 地域拠点 143ha 八幡地区 143ha

5 名電赤坂 地域拠点 43ha 音羽地区 43ha

6 国府 地域拠点 172ha 国府地区 172ha

7 西小坂井、小坂井、伊奈 地域拠点 235ha 小坂井地区 235ha

合計 1,284ha 合計 1,285ha

■居住誘導区域

合計 2,775ha 合計 2,779ha
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①拡大図        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

②拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

居住誘導区域及び都市機能誘導区域に変更 

N 

居住誘導区域に変更 


